
障害者又は障害児が、近隣において障害者自立支援法に基づく自立訓練、児童デイサービス
又は短期入所を利用することが困難な場合に、介護保険法に基づく指定小規模多機能型居宅
介護事業所を利用することを可能とするもの。

※ 生活介護については、平成２２年度に「基準該当生活介護」として全国展開済み

指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害児（者）の受入事業について

指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害児（者）の受入事業の概要

⇒ 弊害調査の結果を踏まえ、以下のとおりの取り扱いとする予定。

○ 短期入所に係る事業の全国展開について

・ 短期入所については、特に大きな弊害は認められなかった。

→ 「基準該当短期入所」として全国展開予定。

○ 平成23年度以降の事業の要件について

・ 自立訓練については、本来訓練として求められているサービスの質の確保が課題。

→ 一定の研修を受けた者による個別支援計画の策定等を条件に付与し、来年度も特区とし

て実施。

・ 児童デイサービスについては、平成２２年度から、一定の研修を受けた者による個別支援計

画の策定等を要件としたが、利用実績が少なく、弊害の有無の検証が困難。

→ 来年度も一定の研修を受けた者による個別支援計画の策定等を要件として、特区として

実施。

関
連

資
料
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事 務 連 絡

平成23年1月14日

特区９３４ 担当課 御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

障害福祉課地域移行・障害児支援室

「指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害児(者)の受入事業」について

平素から障害保健福祉行政の推進に御尽力いただき厚くお礼申し上げます。

「 」 、指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害児(者)の受入事業 につきましては

昨年11月にご協力いただいた弊害調査の結果等を踏まえ、構造改革特別区域推進本部改革

評価・調査委員会において評価が行われた上で、今後の対応方針につき、構造改革特別区

域推進本部において決定される予定です。

このような状況でありますので、まだ現時点において今後の対応方針が確定したのでは

ありませんが、その前段階である構造改革特別区域推進本部改革評価・調査委員会医療・

福祉・労働部会の審議において、規制所管省庁である厚生労働省からは、指定小規模多機

能型居宅介護事業所において自立訓練を実施する場合には、個別支援計画（ 障害者自立「

支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 （平」

成18年厚生労働省令第171号）第162条及び第171条において準用する第58条に規定する自

（ ） （ ） 。 。）立訓練 機能訓練 計画及び自立訓練 生活訓練 計画に相当するものをいう 以下同じ

の策定及び個別支援計画を策定する者が必要な研修を受講することを求めていくことが必

要と考えている旨を報告し、今後は、当該報告を基に評価意見を議論することとなると予

想されます。

そこで、来年度、指定小規模多機能型居宅介護事業所において自立訓練を実施する場合

には、以下の点についてご留意していただいた上で、構造改革特別区域推進本部における

今後の対応方針の決定後速やかに対応できるよう、必要な準備を進めていただくよう、よ

ろしくお願いいたします。

１ 各指定小規模多機能型居宅介護事業所に対して、自立訓練を受ける障害者ごとに、個

別支援計画を策定させること。

２ 個別支援計画を策定する者に対して、あらかじめ 「サービス管理責任者研修事業の、
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実施について （平成18年8月30日障発0830004号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉」

部長通知）の別添「サービス管理責任者研修事業実施要綱」の別紙１「 サービス管理「

責任者研修」標準カリキュラム」における「２ アセスメントやモニタリングの手法に

（ ）」 「 （ ）」関する講義 3時間 及び ３ サービス提供プロセスの管理に関する演習 10時間

に相当する研修を受講させること （自立訓練（機能訓練）を実施する場合は地域生活。

（身体）分野、自立訓練（生活訓練）を実施する場合は地域生活（知的・精神）分野を

それぞれ受講させること ）。

３ 平成23年度においては、個別支援計画を策定する者が上記２の研修を早期に受講でき

るよう県とも十分に調整するとともに、その者が当該研修を受講し、個別支援計画を策

定して事業を実施するなど、全国展開を行った場合に発生する弊害等に係る評価等が年

度内に適切にできるような体制を準備すること （今年度の児童デイサービスの時と同。

様に、来年度の早い時期に個別支援計画の策定を義務づけることが見込まれるため、特

に現時点で自立訓練を実施している指定小規模多機能型居宅介護事業所がある特区にお

いては、利用者が不利益を被ることがないよう、県及び事業所と調整し、今年度末もし

くは来年度の早い時期に上記２の研修を受講できることが望ましい ）。

今後、上記の方向性につき変更等があれば、速やかにご連絡いたします。

なお、以上のことについては、内閣府構造改革特区担当室とも協議済みであることを申

し添えます。

（問い合わせ先）

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

障害福祉課地域移行・障害児支援室

地域移行支援係

Tel 03-5253-1111（代表 （内線3149））
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